
再審のルール
を作ろう！

袴田事件と日本の再審制度

1966年、静岡県清水市（当時）でおきた、一家４人殺害の放火・強盗殺人事件。袴
田巖さん（当時30歳）が「ボクサーくずれ」という偏見から逮捕され、連日10数時間
におよぶ取調べで、自白を強要されました。一貫して無実を訴えましたが斥けら
れ、有罪、死刑が確定（1980年最高裁）。以来34年間、確定死刑囚として、いつ殺され
てもおかしくない恐怖の毎日を過ごします。
　裁判のやり直しを求め続け、第1次再審請求では、検察はいっさいの証拠を開示
せず、27年もかかって棄却されます。
　第2次再審請求で、ようやく数百点にわたる証拠を開示させ、その中から再審開
始決定への道を開く無罪証拠を見出していきます。そして、静岡地裁が再審開始を
決定したのは、事件から47年後（2014年）でした。
　しかし、決定は出ても、検察の異議申立てで、さらに引き延ばされ、最高裁の差戻
しを経て、2023年3月、ようやく再審開始が確定したのです。

37年かけた再審請求審で、無実が証明されたからこそ開廷した再審法廷。即日
にでも無罪が言いわたされるのが当然ですが、検察は、この期に及んでも有罪を立
証するとして、証拠調べなどを請求し、再審公判がさらに続けられています。
　もし第1次再審で、検察が証拠を開示していたら、捜査当局の証拠捏造はもっと
早く暴かれ、無罪判決は数十年前に出ていたはずです。
　誤った裁判を正すために、かくも長大な年月がかかるのは、証拠を開示する法的
制度がないこと、再審開始決定に対して検察が不服申立てをくりかえし、再審を妨
害すること、再審請求審をすすめるための手続きが整備されていないことなどが
あります。これは袴田事件に限らず、日本の再審制度がかかえている大きな課題で
す。すぐに改めなければ、冤罪という理不尽、不条理は起こり続けるのです。

今、再審法を改正し、司法を変える好機
弁護士・元裁判官木谷　明さん

日本弁護士連合会 再審法改正実現本部本部長代行／弁護士鴨志田 祐美さん

映画監督周防　正行さん

　身に覚えのない 罪で服役させられ、場合によっては生命まで奪われる冤罪ほど、
恐ろしいものはない。しかも証拠を検察官が独占し、請求人が自分に有利な証拠さ
え見ることもできない、そんな不合理がなぜ許されるのか。また再審開始決定に対
する検察官の不服申立ては、冤罪の早期救済の観点から禁止されて当然だ。さらに
裁判所がどういう手続きで審理すべきかの規定がないに等しいことも、再審の審
理が裁判所ごとにばらばらで不公正を招いている。
　袴田事件再審が、現行の再審制度の矛盾や問題点を赤裸々にした今こそ、再審
法を変える好機としなくてはいけません。

　昨年（2023）は、再審法改正の実現に向けた動きが劇的に加速しました。大崎事件、日
野町事件、袴田事件など著名再審事件で高裁レベルの決定が相次いだことが大きく影
響し、再審事件の動向が報じられる機会がふえたことが影響しています。それにとも
ない再審に関する法や制度の不備があぶり出され、法改正の動きが一般の人たちの中
にも広く認識されてきました。
　日本弁護士連合会は、2022年6月に再審法改正実現本部を設置し、翌年3月には31年
ぶりに「刑事再審に関する刑事訴訟法等改正意見書」を公表しました。全国の弁護士会
とともに再審法改正案を国会で審議成立させる運動を市民とともに進めています。
　一方での法務省や検察のかたくなな後ろ向きの姿勢を打ち破り、再審法改正を国会
審議の日程にのせるために、ともに力をあわせていきましょう。            

　私は法制審議会刑事司法制度特別部会で委員をやらせていただいたとき「再審
の証拠開示について、きちんとした法律をつくるべきだ」と訴えました。しかし、納
得できるような理由なく、先送りされてしまいました。今、すぐにでも救われなけ
ればならない人たちがたくさんいます、苦しんでいます。政治家のみなさんには、
再審の現状を理解していただき、一日も早く再審法改正を実現してもらいたいと
切に願っています。

再審法を改正し、無実の人を冤罪の苦しみから
解放するために、私たちは市民からの発信を
ひろげています。
ぜひ入会し、あなたの力を貸してください。　

入会申込み
 ＱＲコードを読み込み、入会の方法をお読みにな
り、入会申込みフォームに書き込んで送信してくだ
さい。こちらから返信があれば、入会成立です。
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再審法改正をめざす市民の会

青木　惠子（冤罪犠牲者の会共同代表）
伊賀カズミ（日本国民救援会会長）
宇都宮健児（弁護士・元日弁連会長）
木谷　　明（弁護士・元裁判官）
周防　正行（映画監督）
村井　敏邦（弁護士・一橋大学名誉教授）

ＱＲコードからご覧下さい

〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4
平和と労働センター5階 日本国民救援会内
TEL＆FAX：０３－４５００－１４１４
e-mail : info@rain-saishin.org 再審法改正をめざす市民の会

の裁判やり直し 57年目

にされた再審制度の致命的欠陥 浮き彫り
共同代表

運営委員

連 絡 先

一日も早く、救われるべき人を救う法改正を

2007年公開の『それでもボクはやってない』で痴漢冤罪をめぐる刑事司法の現実のチグハグ
さをビビッドに描く。とともに刑事司法制度の改革や冤罪被害者の支援活動にも取り組む。

（現役時代いくつもの無罪判決を書き、そのすべてを確定させた伝説の元裁判官）

日弁連の総力をあげて再審法改正に取り組んでいます

今、再審法を変える好機

無実の人を救う

２０２４年８月 増刷



における手続きの整備

の不服申立ての禁止を
は、すべての証拠を開示せよ検察 検察官

再審

公正で迅速な再審のためのルールを作ろう

　全ての証拠を開示するルールが必要です。検察は有罪を主張する
ためだけに証拠を取捨選択するので、無罪方向の証拠は、闇にほう
むられることが、しばしばあります。これまで再審無罪となった
ケースでは、検察が隠し持っていた証拠が無罪の手掛かりとなった
事例にことかきません。証拠の開示を義務づける法制度がどうして
も必要です。

拡がる再審法改正のうねり

　日本弁護士連合会は、「再審法改正実現本部」を設立、全国
キャラバン展開など全力で取り組んでいる。また再審法改正
プロジェクト「ACT for RETRIAL」としてホームページに特
設サイトを設置。再審法に関する判りやすい情報を発信中。

　1979年、鹿児島県大崎町で、農家の男性が自宅敷地内で遺体
で発見された。男性の義姉の原口アヤ子さんらの親族が逮捕
され、虚偽自白を強要された。ただ一人自白しなかった原口さ
んが主犯とみなされ懲役10年が確定。2002年と2017年に鹿児
島地裁で、2018 年に福岡高裁宮崎支部で３度再審開始決定を
勝ちとるが、2019年最高裁が取り消し、現在、第４次請求特別
抗告審をたたかっている。原口さんは現在96歳。

　 1984年、滋賀県日野町で酒店の女性店主が殺害され、なじ
み客だった阪原弘さんが、自白を強要され、無期懲役の有罪判
決を受けた。再審請求審において、警察による捜査報告書の写
真の捏造が発覚。2018 年に大津地裁で再審開始が決定。しか
し、この朗報を聞くことなく、阪原さんは2011年に獄中で他界
（享年 75 歳）。大阪高裁は検察の即時抗告を棄却して再審開始
維持（2023年）したが、検察はさらに特別抗告。現在は最高裁の
決定を待っている。

　1961年、三重県名張市で起きた５名の毒殺事件で死刑確定。
第７次再審請求で開始決定を得たが、検察の異議申し立てで
取り消された。奥西さんは2015年、半世紀を超える無実の叫び
が届かないまま獄中で逝去（享年89歳）。現在、第10次再審特
別抗告審をたたかっている。

再審法改正に必
要な

３つの柱

検察による証拠隠しと、時間稼ぎの異議申立て
　再審開始決定まであと一歩をのこして山場を迎えている諸冤罪事件。いず
れも検察の抗告（妨害）や証拠の出し惜しみがなければ、すでに無罪が確定し
ていたと思われる事件が多い。

私たちも、再審法の改正を訴えています

村山浩昭さん

村木厚子さん

　日本の刑事司法には大きな問題があります。例えば、密室で
の無理な取り調べや供述調書の偏重、証拠開示の不公正さ、人
質司法と呼ばれる身柄の拘束などが挙げられます。裁判員制度
の導入や刑事司法制度改革により通常審は一歩前進したと思え
ますが、再審請求審は、課題とされたままで、冤罪を訴える人々
は公正な判決を待ち望んでいます。
　身に覚えのない罪に問われることは、刑罰を受けるだけでな
く、「犯罪者」の烙印を押されることを意味します。疑いが生
じた場合には早急に裁判のやり直しが必要です。刑事司法の改
革には国民の関心が重要です。再審のルールを定めた法改正が
早急に実現することを願っています。

　裁判官が再審請求事件を適正かつ迅速に審理・判断できるよう
に法整備を行うことは喫緊の課題です。また、現行制度では、開始決
定が出ても検察官が抗告すると再審公判が引き延ばされます。袴
田事件では、静岡地裁の開始決定が確定するまでに９年もかかりま
した。検察官は、組織の代表として抗告しているので、検察官の濫
抗告といえる現在の運用を改めることはないでしょう。検察官抗告
は、制度的にも必要ないし、運用をみると速やかな冤罪救済を阻む
ものとなっており、今や百害あって一利なしといえます。

袴田さんの人生を奪った日本の再審制度には、見過ごせない不備があることがわかります。
この苦い教訓をむだにしないためには、とりわけ次の３つの改革が急務だと私たちは考えます。

青木惠子さん

　警察は、朝から深夜まで「お前がやったんだろう」と自白を
迫りました。一度決めつければ、証拠をねつ造してでも、虚構
を組織ぐるみで守り続ける。裁判所も、証拠の矛盾に目を閉ざ
し、無理矢理有罪にしました。
　21 年かけて真っ白な無罪判決を勝ちとりましたが、このまま
終われません。国賠訴訟で、大阪府（警察）の不正は認めさせ
ましたが、さらに国（検察）の責任を追及しています。

請願署名と意見書採択が伸長中
　再審法改正を求める請願署名と、地方議会での意見書採択
が全国ですすんでいる。333 議会で採択（2024 年 8月現在）

日弁連が「再審法改正実現本部」を設立

　再審請求審には、手続きや進行について具体的なルールがほとん
ど決められていない問題があります。刑事訴訟法は1922年（大正11
年）に制定された旧刑事訴訟法から何度も改正を経ており、ことに
戦後、新憲法にあわせて大規模な改正が行われました。しかし再審
に関する部分（第４編）はほとんど手つかずで、ルールが明確でな
く、そのぶん裁判官によって事実調べや証拠の採否など審理が極端
に異なる「再審格差」が生じています。再審請求の手続きを整備し、
無罪を訴える人たちに法的に公正な手続きを保障することが必要
です。

　再審開始決定に対して検察官が不服申立てをすることを禁止するべき
です。
　裁判所が再審の必要性を認めたら、ただちに再審公判のプロセスにう
つり、万一検察が再審開始決定に異議を主張したいことがあれば、再審公
判という公開の場で正々堂々と行うべきです。

大崎事件（原口アヤ子さん）

 日野町事件（阪原弘さん）

名張毒ぶどう酒事件（奥西勝さん）

３度もの再審開始（無罪）決定を反古にした最高裁

改ざんした「証拠写真」を隠し続けた検察

無罪から死刑へ。再審開始決定も取り消され、獄死

東住吉事件で無期懲役刑をいいわたされる。再審で無罪が確定。
冤罪犠牲者の会共同代表として、仲間の冤罪犠牲者の救援に奔走

弁護士・元裁判官。静岡地裁裁判長のとき、袴田巖さんの再審開始決定を出した。

元厚生労働事務次官。「郵便不正事件」で無罪判決が確定。




